賃金規定 

　　　　　第１章　　総　則


（目的）


第１条　この規定は、就業規則第43条に基づき、従業員の給与に関する事項を規定する。


（適用範囲）


第２条　この規定は、就業規則第2条に定める社員に適用する。臨時社員、嘱託社員、
パートタイマー及びアルバイトの給与に関する事項は別に規定する。


（賃金の種類）


第３条　従業員の賃金の種類は次の通りとする。


　（１）　基本給
　（２）　残業手当
　（３）　通勤手当


　　第２章　　賃金計算及び支払方法

（計算期間）


第４条　賃金の計算期間は、毎月1日から月末の31日までを１か月として計算する。


（賃金の支払日）


第５条　賃金の支払日は、毎月8日とする。ただし、当日が休日に当たるときは、その前
日に繰り上げて支払うものとする。


２　前項にかかわらず、従業員が退職又は解雇されたときは、本人又は権利者の請求
のあった日から７日以内に賃金を支払う。


（賃金の支払方法）


第６条　賃金は、原則として手渡しによって支払うものとする。


（賃金の控除）


第７条　次に掲げるものは、賃金から控除する。


　（１）　源泉所得税、住民税


　（２）　健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料


　（３）　その他、従業員代表との書面協定により賃金から控除することとしたもの


（非常時払い）


第８条　第５条の規定にかかわらず、従業員又はその収入によって生計を維持する者が
次に掲げる事項に該当するときは、既往の労働に対する賃金を支払う。


　（１）　出産の場合


　（２）　負傷又は疾病のため費用を要する場合


　（３）　天災その他災害を被った場合


　（４）　婚礼又は葬儀の費用に充てる場合


　（５）　その他やむを得ない事情があると会社が認めた場合


（中途入社・退職者並びに休職者及び復職者の賃金計算）


第９条　賃金計算期間の途中に入社、退職、休職又は復職した場合は、その月の賃金
を下記の算式により日割計算して支払う。


　　（基本給＋諸手当）÷１ヵ月平均所定労働日数×出勤日

（欠勤等の扱い）


第10条　欠勤、遅刻、早退及び私用外出をした場合の時間については、原則として１日
又は１時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額
を差し引くものとする。ただし、賃金計算期間の全部を休業した場合は、賃金月額のすべ
てを支給しないものとする。


　（１）　遅刻・早退・私用外出等の控除


　　　　基本給÷１ヵ月平均所定労働時間×不就労時間数

　（２）　欠勤控除


　　　　基本給÷１ヵ月平均所定労働日数×不就労日数

（休暇休業等の賃金）


第11条　年次有給休暇及び就業規則第16条（特別休暇）に定める特別休暇の期間は、
所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。


２　会社の責めに帰すべき事由により、休業したときは、休業手当を支給する。休業手当
の額は、１日につき平均賃金の６割とする。

　　　　第３章　　基本給

（基本給）


第12条　基本給は、従業員ごとに次に掲げる要素を考慮して月額で定める。

　（１）　年齢


　（２）　勤続年数


　（３）　職務遂行能力



　　　　第４章　諸手当


（通勤手当）


第13条　所定の交通機関を利用して通勤する者に対しては、交通費の実費を非課税限
度内において支給する。　　


（賃金の改定）


第14条　基本給及び諸手当等の賃金の改定については、原則として不定期に行うこと
とし、改定額については、会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して各人ごとに決
定する。


２　前項のほか、特別に必要があるときは、臨時に賃金の改定を行うことがある。　

奨学金返済支援規程

(目的)

第1条　この規程は、会社が社員の奨学金返済の支援をすることにより、社員がより業務に集中できる環境を整えるとともに、その生活を充実させることを目的とする。

(適用対象者)

第2条　本規程の適用対象となるのは、当社の正社員で、奨学金の返済を行っている者とする。

(支援額)

第3条　会社は、適用者に対して、次の奨学金手当を支給する。

奨学金手当　5,000円/月額

ただし、月額返済額がこれ以下の場合は、返済金額の実費

(支援期間)

第4条　第2条の奨学金手当は、入社後3年間とする(新卒・中途採用を問わない)。なお、支援期間中に次の期間があった場合は、この期間は含まずに3年間を算定する。

・産前産後休業期間

・育児休業期間

・介護休業期間

・就業規則に定められた休職期間

・その他会社が認めた期間

(申請手続)

第5条　奨学金手当の支給を希望する者は、会社指定の書式に、奨学金返済が証明できる書類を添付して、人事部まで提出しなければならない。なお、会社の支援対象とするのは、原則として日本学生支援機構が行っている奨学金とする。

(報告義務)

第6条　奨学金手当の支給を受けているものは源則として毎年4月に奨学金を返済中であることの証明書を人事部まで提出しなければならない。また奨学金の返済が終了した場合は遅滞なくその事実を人事部まで報告しなければならない。

(奨学金手当の返還)

第7条　奨学金手当を不正に受給した場合は、その全額の返還を命ずるとともに、就業規則に定める懲戒の対象とする。
附　　則

この規定は、平成24年9月1日より適用する。

この規定は、令和6年4月1日より適用する。
